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旅行企画実施
お申込み　　　有限会社 旅 助

株式会社 滋賀県旅行業協会



この旅行は、㈱滋賀県旅行業協会（以下「当社」といいます）が企画･実施する旅
行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結していた
だくことになります。

１、お申込み方法と契約の成立

（１）当社所定の申込書に必要事項をご記入の上、お一人様につき旅行代金の全額を
添えてお申込み下さい。お申込金は、旅行代金、取消料、または違約料の一部また
は全部として取り扱います。
（２）契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立いたします。
（３）団体、グループ(家族)の代表者を契約責任者として契約の締結及び解除に関す
る取引を行います。
（４）旅行代金は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって14日前までにお支払い
いただきます。

（５）通信契約による旅行契約は、当社らがお申し込みを承諾する通知を発し、当該通
知がお客様に到着した時に成立します。

２、旅行中止の場合

ご参加のお客様が当パンフレットに明示した最少催行人員に満たない場合、当社は旅
行の催行を中止する場合があります。この場合、旅行開始日の前日から起算してさか
のぼって13日目に当たる日より前に連絡させていただき、お預かりしている旅行代金の
全額をお返しします。

３、旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの

(1)パンフレットに記載された日程に明示された交通費、宿泊費、食事代、

入場料、消費税等の諸税及び、添乗員同行費用が含まれます。
(2)旅行日程に記載のない交通費、空港施設使用料等の諸費用及び個人的
性質の諸費用は含まれません
４、取消料
お客様は、次の取消料をお支払いいただくことにより旅行契約を解除することができま
す。なお、取消日とは、お客様が当社の営業日、営業時間内に解除する旨をお申し出
いただいた日とします。

（１）お客様の都合で出発日、コース、宿泊ホテル、人員等を変更される場合は、旅行
代金全額に対して取消料が適用されます。

５、当社の免責事項

お客様が次に揚げるような事由により損害を被られても、当社は責任を負い
かねます。ただし、当社又は、当社の手配代行者の故意又は、過失が証明
されたときはこの限りではありません。

①天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは
旅行の中止②運送・宿泊機関等の事故もしくは火災により発生する損害③
運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日
程の変更もしくは旅行の中止④官公署の命令によって生じる旅行日程の変
更、旅行の中止⑤自由行動中の事故⑥食中毒⑦盗難⑧運送機関の遅延、
不通、スケジュール変更、経路変更など、又は、これらによって生ずる旅行
日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮

６、特別補償

お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により生
命・身体または手荷物に被られた一定の損害について、旅行業約款特別補
償規程により、死亡補償金、入院見舞金、通院見舞金、携行品にかかる損
害補償金を支払います。

７、旅程管理

この旅行では約款に定める旅程管理は行いません。旅行サービスの提供を
受けるために必要なクーポン券類をお渡しいたしますので、サービスの提供を
受ける手続きはお客様自身で行っていただきます。

８、個人情報の取扱い

43,000円（お一人様）

有限会社 旅助

E-mail：kitagawa@tabisuke.co.jp  FAX：077-528-2267

（１）当社及び受託旅行業者は、旅行申込みの際にご提出いただいた個人
情報について、お客様との連絡や運送･宿泊機関等の手配のために利用さ
せていただくほか、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する
保険の手続き上必要な範囲内において当該機関等に提供いたします。

（2）当社は当社が保有するお客様の個人情報を商品開発や商品案内など
販売促進活動、お客様へのご連絡や対応のために、当社グループ企業及
び販売店と住所、氏名、電話番号、メールアドレスなど個人情報を共同利用
させていただきます。当社の個人情報の取扱いに関する方針等の詳細、当
社グループ会社については、当社（TEL：077-528-2266）にお問い合わせ
いただくか、当社ホームページ（http://tabisuke.co.jp）にてご確認くださ
い。

９、旅行条件の基準
このパンフレットに記載の旅行日程等の旅行条件は、2023 年 4 月 20 日
現在を基準としています。

＜旅行企画・実施＞
滋賀県知事登録旅行業第2-257号

㈱滋賀県旅行業協会

〒520-0043　滋賀県大津市中央3丁目4-28　
            第弐ワークスワン3階

(一社)全国旅行業協会保証社員

＜お問合せ・お申込み＞
滋賀県知事登録旅行業第3－188号

㈲旅助　（担当：北川）
〒520－0024　滋賀県大津市松山町11－20

    TEL：077－528－2266　

   FAX：077－528－2267

総合旅行業務取扱管理者：北川宏

（一社）全国旅行業協会保証社員

ご旅行条件　ここに記載のない事項は当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。
お申し込みの際に販売店で旅行業約款をご確認ください。

・宿泊費・バス送迎代含む・税込）

㈱中田運送 観光バス部






